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(57)【要約】
【課題】必要な電界強度を確保しつつ、ＲＦＩＤタグの
読み取り範囲を特定し、電波の漏洩や、読み取り範囲外
のＲＦＩＤタグとの誤通信を抑制する。
【解決手段】アンテナ２から放射される電波をＲＦＩＤ
タグに向けて反射させる電波反射板３が備えられたＲＦ
ＩＤ通信装置１であって、前記電波反射板３は、略フラ
ットな反射面部に、反射波が強度を強め合う部分、及び
／又は、反射波が強度を弱め合う部分を積極的につくり
、反射波を所定方向に集束させる反射波集束パターン４
を有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アンテナから放射される電波をＲＦＩＤタグに向けて反射させる電波反射板が備えられ
たＲＦＩＤ通信装置であって、
　前記電波反射板は、略フラットな反射面部に、反射波が強度を強め合う部分、及び／又
は、反射波が強度を弱め合う部分を備え、反射波を所定方向に集束させる反射波集束パタ
ーンを有することを特徴とするＲＦＩＤ通信装置。
【請求項２】
　前記反射波集束パターンは、前記電波反射板の長さ方向における反射波を集束させずに
、前記電波反射板の幅方向における反射波を集束させることを特徴とする請求項１記載の
ＲＦＩＤ通信装置。
【請求項３】
　前記反射波集束パターンは、電波を反射させる素材、電波を吸収する素材、電波の波長
に応じた周期性をもつ素材、電波を散乱させる素材のうち、一又は複数の素材を用いて形
成されることを特徴とする請求項１又は２記載のＲＦＩＤ通信装置。
【請求項４】
　前記反射波集束パターンは、位相差が１／２・λ、λ、及び、その他の反射波を生成す
るために、電波を反射する反射板上に、水平方向に距離を離した２枚以上の電波吸収体を
設置して構成されることを特徴する請求項１～３のいずれかに記載のＲＦＩＤ通信装置。
【請求項５】
　前記反射波集束パターンは、位相差が１／２・λ、λ、及び、その他の反射波を生成す
るために、水平方向、及び／又は、垂直方向に距離を離した２枚以上の電波反射体を設置
して構成されることを特徴する請求項１～３のいずれかに記載のＲＦＩＤ通信装置。
【請求項６】
　前記反射波集束パターンは、位相差が１／２・λ、λ、及び、その他の反射波を生成す
るために、垂直方向に距離を離した２枚以上の電波反射体を設置して構成され、さらに、
入射角の異なる近傍と遠方の距離差を補正するために、前記電波反射体同士の垂直距離を
、入射角に応じて変化させたことを特徴する請求項５記載のＲＦＩＤ通信装置。
【請求項７】
　前記反射波集束パターンは、位相差が１／２・λ、λ、及び、その他の反射波を生成す
るために、垂直方向に距離を離した２枚以上の電波反射体を設置して構成され、さらに、
入射角の異なる近傍と遠方の距離差を補正するために、前記電波反射体同士を垂直方向に
離す建材の誘電率を、入射角に応じて変化させたことを特徴する請求項５記載のＲＦＩＤ
通信装置。
【請求項８】
　アンテナから放射される電波を、ゲート通過領域のＲＦＩＤタグに向けて反射させる電
波反射板が備えられたＲＦＩＤ通信用ゲートであって、
　前記電波反射板は、略フラットな反射面部に、反射波が強度を強め合う部分、及び／又
は、反射波が強度を弱め合う部分を備え、反射波を所定方向に集束させる反射波集束パタ
ーンを有することを特徴とするＲＦＩＤ通信用ゲート。
【請求項９】
　前記電波反射板は、ゲート通過領域の左右両側に立設される左右の支柱部に沿って、そ
れぞれ１枚ずつ配置され、前記支柱部の上端側又は下端側に配置されるアンテナからの電
波をゲート通過領域に向けて反射させ、
　前記反射波集束パターンは、ゲート通過領域の高さ方向における反射波を集束させずに
、ゲート通過領域の前後方向における反射波を集束させることを特徴とする請求項８記載
のＲＦＩＤ通信用ゲート。
【請求項１０】
　アンテナから放射される電波を電波反射板によりＲＦＩＤタグに向けて反射させて通信
を行わせるＲＦＩＤ通信方法であって、
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　電波反射板の略フラットな反射面部に形成した、反射波が強度を強め合う部分、及び／
又は、反射波が強度を弱め合う部分を備えた反射波集束パターンにより、アンテナから放
射される電波の反射波を所定方向に集束させることを特徴とするＲＦＩＤ通信方法。
【請求項１１】
　前記反射波集束パターンが、前記電波反射板の長さ方向における反射波を集束させずに
、前記電波反射板の幅方向における反射波を集束させることを特徴とする請求項１０記載
のＲＦＩＤ通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＲＦＩＤタグ（ＩＣタグ）と通信を行うためのＲＦＩＤ通信装置及びＲＦＩ
Ｄ通信用ゲート係り、詳しくは、アンテナから放射される電波をＲＦＩＤタグに向けて反
射させる電波反射板が備えられたＲＦＩＤ通信装置、ＲＦＩＤ通信用ゲート及びＲＦＩＤ
通信方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＲＦＩＤタグと通信を行うためのＲＦＩＤ通信装置やＲＦＩＤ通信用ゲートが普
及している。この種のＲＦＩＤ通信装置には、ＲＦＩＤタグに向けて電波を放射するとと
もに、ＲＦＩＤタグからの応答電波をキャッチするアンテナが備えられている。
　例えば、図１３に示すＲＦＩＤ通信用ゲート２０１は、ゲート通過領域の左右両側に立
設される支柱部２０２にそれぞれアンテナ２０３を有し、こられのアンテナ２０３を順次
切換えてＲＦＩＤタグと通信を行うようになっている。
　しかしながら、アンテナ２０３の近傍域では、電波の放射範囲が狭いため、ゲート内の
全域に電波を放射するには、多くのアンテナ２０３が必要になる。
　このため、アンテナ数の増加は、コストを上昇させるだけでなく、アンテナ２０３の切
換時間を増やし、高速移動するＲＦＩＤタグの読取性能を低下させる可能性がある。
【０００３】
　そこで、アンテナから放射される電波をＲＦＩＤタグに向けて反射させる電波反射板を
備えたＲＦＩＤ通信装置が提案されている（例えば、特許文献１参照）。このようなＲＦ
ＩＤ通信装置によれば、アンテナ数を削減しつつ、近傍域での電波放射範囲を広げること
ができるので、コストを削減できるだけでなく、アンテナの切換時間を減らし、高速移動
するＲＦＩＤタグの読取性能を向上させることができる。
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－３４５４６３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、電波反射板を用いる従来のＲＦＩＤ通信装置においては、必要な電界強
度を確保しつつ、ＲＦＩＤタグの読み取り範囲を特定することが困難であるため、電波の
漏洩や、読み取り範囲外のＲＦＩＤタグとの誤通信が発生する可能性があった。
　具体的には、図１４に示すように、アンテナ２０３の近傍（例えばオフセット＝０．６
ｍ）に電波反射板２０４（長さ１．５λ以上、好ましくは２λ（λは８６０ＭＨｚ帯の場
合、約３５ｃｍ）を設置し、アンテナ２０３から垂直方向に放射角６５°で放射した電波
を、電波反射板２０４で水平方向に反射させて電波受面（距離＝２．５ｍ）に放射する場
合、電波反射板２０４の反射放射角は６５°となり、放射角の抑制作用は得られない。
【０００６】
　また、図１５に示すように、アンテナ２０３の遠方（例えばオフセット＝１．２ｍ以上
）に電波反射板２０４（長さ１．５λ以上、好ましくは２λ）を設置し、アンテナ２０３
から垂直方向に放射角６５°で放射した電波を、電波反射板２０４で水平方向に反射させ
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て電波受面（距離＝２．５ｍ）に放射する場合、電波反射板２０４の反射放射角は３０°
程度となり、放射角を抑えることは可能となる。
　しかしながら、図１５に示すように、アンテナ２０３から放射される電波のうち、電波
反射板２０４で反射されない多くの電波が無駄になるので、電界強度が低下してしまうこ
とになる。
【０００７】
　なお、電波反射板の反射波の拡がりを抑えるために、電波反射板を１．５λよりも小さ
くすることが考えられる。
　ところが、この場合には、図１６に示すように、電波の回折や散乱が増えるため、結果
的に電波の拡がりを抑えることが困難であるだけでなく、反射面積の減少により電界強度
が弱くなってしまうという問題が生じる。
　また、電波反射板の反射波の拡がりを抑えるために、反射面に放物面や楕円面をもつパ
ラボラ反射板を用いたり、異なる角度で設置される複数の電波反射板を用いることも可能
であるが、このようにすると、コストが上昇するだけでなく、アンテナとの位置関係を高
精度に調整し、かつ、精度を保つ必要があった。
　さらに、アンテナや電波反射板の配置に制約があるＲＦＩＤ通信用ゲートにおいては、
パラボラ反射板や、複数の電波反射板を設置することが非常に難しいという問題も生じる
。
【０００８】
　本発明は、上記の事情にかんがみなされたものであり、必要な電界強度を確保しつつ、
ＲＦＩＤタグの読み取り範囲を特定し、電波の漏洩や、読み取り範囲外のＲＦＩＤタグと
の誤通信を抑制できるＲＦＩＤ通信装置、ＲＦＩＤ通信用ゲート及びＲＦＩＤ通信方法の
提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するため本発明のＲＦＩＤ通信装置は、アンテナから放射される電波を
ＲＦＩＤタグに向けて反射させる電波反射板が備えられたＲＦＩＤ通信装置であって、前
記電波反射板は、略フラットな反射面部に、反射波が強度を強め合う部分、及び／又は、
反射波が強度を弱め合う部分を積極的につくり、反射波を所定方向に集束させる反射波集
束パターンを有する構成としてある。
【００１０】
　また、上記目的を達成するため本発明のＲＦＩＤ通信用ゲートは、アンテナから放射さ
れる電波を、ゲート通過領域のＲＦＩＤタグに向けて反射させる電波反射板が備えられた
ＲＦＩＤ通信用ゲートであって、前記電波反射板は、略フラットな反射面部に、反射波が
強度を強め合う部分、及び／又は、反射波が強度を弱め合う部分を積極的につくり、反射
波を所定方向に集束させる反射波集束パターンを有する構成としてある。
【００１１】
　さらに、上記目的を達成するため本発明のＲＦＩＤ通信方法は、アンテナから放射され
る電波を電波反射板によりＲＦＩＤタグに向けて反射させて通信を行わせるＲＦＩＤ通信
方法であって、電波反射板の略フラットな反射面部に形成した、反射波が強度を強め合う
部分、及び／又は、反射波が強度を弱め合う部分を備えた反射波集束パターンにより、ア
ンテナから放射される電波の反射波を所定方向に集束させる方法としてある。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、必要な電界強度を確保しつつ、ＲＦＩＤタグの読み取り範囲を特定す
ることができ、電波の漏洩や、読み取り範囲外のＲＦＩＤタグとの誤通信を抑制できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明のＲＦＩＤ通信装置、ＲＦＩＤ通信用ゲート及びＲＦＩＤ通信方法の好ま
しい実施形態について、図面を参照して説明する。
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［ＲＦＩＤ通信装置］
　まず、本発明の一実形態に係るＲＦＩＤ通信装置について、図１～図１０を参照して説
明する。
　図１は、本発明の一実施形態に係るＲＦＩＤ通信装置（電波吸収壁を省略）の概略側面
図である。
　図２（ａ）は、本実施形態の電波反射板の正面図、（ｂ）は、（ａ）に示す電波反射板
のＸ－Ｘ断面図である。
　また、図３は、反射波集束パターンの他の実施形態を示す電波反射板の概略正面図であ
る。
【００１４】
　これらの図に示すように、本発明の一実施形態に係るＲＦＩＤ通信装置１は、アンテナ
２から放射される電波（図１に示す破線矢印）を所定のＲＦＩＤタグ（図示せず）に向け
て反射させる電波反射板３を備えている。
　電波反射板３は、略フラットな反射面部を有し、該反射面部には、反射波が強度を強め
合う部分、及び／又は、反射波が強度を弱め合う部分を積極的につくり、反射波を所定方
向に集束させる反射波集束パターン４が形成されている。
　具体的には、電波反射板３は、図２に示すように、ベースとなる反射板５の上に、帯状
に形成された複数の電波吸収体６を並列状に配置して、電波反射部と電波吸収部を交互に
形成するとともに、電波反射部の幅が外側ほど狭くなるシリンドリカルフレネルレンズパ
ターン形状の反射波集束パターン４を形成している。
　例えば、反射波集束パターン４は、ベースとなる反射板素材の上に、シリンドリカルフ
レネルレンズパターンを描くように電波吸収シート（テープ）を貼り付けることで形成で
きる。
【００１５】
　このような反射波集束パターン４によれば、電波反射板３の幅方向中央側では十分な反
射面積が確保されるので、反射波が互いに強度を強め合い、また、電波反射板３の幅方向
外端側では反射面積が抑えられているので、反射波が互いに強度を弱め合うこととなる。
その結果、電波反射板３の長さ方向における反射波を集束させずに、電波反射板３の幅方
向における反射波を集束させることが可能になる。
　また、電波反射板３には、図２に示すように、幅方向の両端部に電波反射方向に延出す
る電波吸収壁９を備えることができる（図１では図示省略）。このような電波吸収壁９を
備えることにより、さらに指向性を高めるとともに、電波の回折を防止することができる
。
　このようにして、ＲＦＩＤの反射板に、超解像技術を用いることによってアクティブな
フェーズド・アレイ・アンテナ類似の効果を持たせることができ、かつ、低価格で高信頼
性のＲＦＩＤ通信装置を実現することができる。
【００１６】
　なお、反射波集束パターン４は、アンテナ２からの遠方界７では、電波反射部と電波吸
収部が平行に配置されるが、近傍界８では、アンテナ２との距離に応じて間隔を調整する
ことが好ましい。
　例えば、図３に示すように、電波反射部と電波吸収部の間隔を、アンテナ２との距離が
小さくなるほど広くし、末広がり状の非平行配置とすることができる。
【００１７】
　反射波集束パターン４は、電波を反射させる素材、電波を吸収する素材、電波の波長に
応じた周期性をもつ素材、電波を散乱させる素材のうち、一又は複数の素材を用いて形成
することができる。
　電波を反射させる素材としては、例えば、アルミ、鉄などの金属を用いることができ、
電波を吸収する素材としては、例えば、フェライト、電波吸収体（細かい金属を樹脂で閉
じ込めたもの）などを用いることができる。
　また、電波の波長に応じた周期性をもつ素材としては、例えば、誘電率が一様で明確な
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ものを用いることができ、電波を散乱させる素材としては、例えば、アルミ、鉄などの金
属や、水などの水分を用いることができる。
　以下、電波を反射させる素材と、電波を吸収する素材との組み合せによる反射波集束パ
ターン４の具体的な構成例について説明する。
【００１８】
　図４は、反射波集束パターンの構成例１を示す断面図である。
　また、図５は、反射波集束パターンの構成例２を示す断面図である。
　さらに、図６は、反射波集束パターンの構成例３を示す断面図である。
　図４に示す反射波集束パターン４は、平板状の電波吸収体１０の上に、帯状の反射板１
１を反射波の位相差が２枚の反射板１１の中心で０、両端で１／２・λとなるように水平
方向に間隔をあけて設置することにより構成されている。
　具体的には、一つの反射板１１の中心から隣の反射板１１の中心までの距離が１・λ＋
（λ×整数）倍（位相が同じ）、例えば、｛λ、２λ、３λ・・・｝とし、両端では、１
／２・λ＋（λ×整数）倍（位相が１８０゜ずれる）、例えば、｛０．５λ、１．５λ、
２．５λ・・・・｝とする。これにより、反射板１１からの反射波が加算されて強め合う
部分（中心側）と、減算されて弱め合う部分（両端側）がつくられる。
【００１９】
　図５に示す反射波集束パターン４は、平板状の主反射板１２の上に、厚さ約１／２・λ
（誘電率≒１の時）の建材１３（電波的には空のウレタン、発泡スチロールなど）を挟ん
で帯状の副反射板１４を設置することにより構成されている。
　これにより、主反射板１２の中心部分で副反射板１３の反射波との位相差により加算さ
れて強め合う部分ができる。
【００２０】
　図６に示す反射波集束パターン４は、図５と同様に、平板状の主反射板１２の上に、厚
さ約１／２・λ（誘電率≒１の時）の建材１３を挟んで帯状の副反射板１４を設置し、さ
らに、副反射板１４の左右両側に、主反射板１２と垂直方向に１／４・λ離してサイド副
反射板１５を設置した構成としてある。
　このようにすると、主反射板１２から外側方に反射する反射波と干渉し、強度を弱め合
うので、外側方への反射波の拡がりを抑制し、幅方向の指向性をさらに高めることができ
る。
【００２１】
　ここで、図６で示したサイド副反射板１５は、電波反射板３の両端に一つずつ配置して
もよく、また、一つの副反射板１４に対し、その左右両側に一つずつ配置してもよい。前
者の場合には、反射効率は良いものの、打ち消し合う反射波が少ないので、電波拡散の抑
制効果は低い。逆に、後者の場合には、電波拡散の抑制効果は高くなるが、反射効率が低
くなる。従って、これらの配置パターンは、実装するシステムに応じてカスタマイズする
ことができる。
　なお、図５や図６に示す副反射板１４の設置間隔は、水平方向に等間隔であってもよい
が、アンテナ２からの距離に応じて調整することが好ましい。すなわち、アンテナ２から
左右に離れるほど入射角が狭くなり、その分だけ隣との波長の距離が長くなるので、アン
テナ２に近い部分では間隔を広くし、遠い部分では間隔が次第に狭くなるように配置調整
を行うことができる。
【００２２】
　図７は、電波反射板の断面構成例を示す図であり、（ａ）は、平板状の反射板と帯状の
電波吸収シートで構成した電波反射板の断面図、（ｂ）は、平板状の電波吸収板と帯状の
電波反射シートで構成した電波反射板の断面図、また、（ｃ）は、平板状の反射板と帯状
の電波反射シートと建材とで構成された電波反射板の断面図を示している。
　これらの図に示すように、本発明の電波反射板３は、様々な素材を用いて形成すること
が可能であり、アンテナ特性や設置環境等に応じて、最適な電波反射板３を構成すること
ができる。
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　具体的には、図７（ａ）に示すように、平板状の反射板１６と帯状の電波吸収シート１
７で構成された電波反射板３や、図７（ｂ）に示すように、平板状の電波吸収板１８と帯
状の電波反射シート１９で構成された電波反射板３は、電波を吸収する素材を用いている
ことから、電波の利用効率は低くなる。
　一方、図７（ｃ）に示す電波反射板３は、電波を吸収する素材を用いることなく、平板
状の反射板２０と帯状の電波反射シート２１と建材２２で構成されるため、アンテナ２か
らの電波の利用効率を飛躍的に高めることができる。
【００２３】
　図８は、本実施形態に係る電波反射板３による反射波集束パターンの動作原理を模式的
に示す説明図であり、（ａ）は最小構成の反射波集束パターン（水平構成）の説明図、（
ｂ）は同じく最小構成の反射波集束パターン（垂直構成）の説明図である。
　具体的には、図８では最小構成の反射波集束パターン４を示しており、図８（ａ）に示
す反射波集束パターン４は、主反射板２３の左右両側にサイド副反射板２４を配置して構
成されている。この反射波集束パターンは、最先端半導体のレチクルにおけるアシストバ
ーと同等の作用を持たせることで、主反射板２３からの反射波の拡がりを抑制できる。
　また、図８（ｂ）に示す反射波集束パターン４は、平板状の主反射板２５の上に、建材
２６を挟んで帯状の副反射板２７を設置してなり、垂直構成の反射波集束パターンとして
は最小構成のものである。
【００２４】
　次に、以上のような構成からなる本実施形態の電波反射板３の作用について説明する。
　アンテナ２から放射された電波が電波反射板３で反射され、ＲＦＩＤタグと通信を行う
。
　電波反射板３は、例えば、図６に示したような反射波集束パターン４を有する。この場
合、アンテナ２からの電波は、主反射板１２、副反射板１４及びサイド副反射板１５に反
射される。
【００２５】
　主反射板１２と副反射板１４は、１／２・λの距離を離して設置されているため、それ
ぞれの反射波の位相差はλとなり加算され中心で強め合う。
　一方、主反射板１２と副反射板１４の双方から１／４・λの距離をとってサイド副反射
板１５が設置されているため、主反射板１２とサイド副反射板１５からの反射波の位相差
は１／２・λとなり、互いに減算されて両端において弱め合う。
　また、副反射板１４とサイド副反射板１５からの反射波の位相差も１／２・λであるた
め、同様に両端で減算されて弱め合う。
　これにより、反射板３からの反射波は中心で強くなり、外方に広がる反射波は打ち消し
あって弱くなるため、電波の漏洩や、読み取り範囲外のＲＦＩＤタグとの誤通信を抑制す
ることが可能となる。
【００２６】
　なお、アンテナ２からの電波が電波反射板３に対して斜めに入射する場合は、入射角に
より近傍と遠方において電波反射板３までの距離に差が出てしまう。
　この場合、入射角の異なる近傍と遠方の距離差を補正するために、各反射板１２、１４
、１５同士の垂直距離を、入射角に応じて変化させることが好ましい。
　例えば、図９に示すように、建材１３の厚みを変え、各反射板１２、１４、１５同士の
垂直距離を調節する。
　あるいは、図１０に示すように、各反射板１２、１４、１５同士を垂直方向に離す建材
１３の厚みを変えずに、建材１３の誘電率（ε）を変えることで、実効的に１／２・λ、
１／４・λを作成してもよい。
【００２７】
　以上のように構成された本実施形態のＲＦＩＤ通信装置１によれば、以下のような効果
が得られる。
　第一の効果は、読取率の向上である。その理由は、通常の平面反射板を利用する場合に
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比べ、反射波が集束されて電界強度が高まり、読み取り範囲での読取率が向上する一方で
、電波漏洩が減り、読み取り範囲外で過読が抑制されるからである。
　第二の効果は、電波漏洩の低減である。その理由は、電波が反射時に集束されるととも
に、余分なサイドローブが打ち消されるからである。
　第三の効果は、電波反射板３の配置や加工の容易性である。その理由は、電波反射板３
の反射面部が略フラットだからである。
　第四の効果は、アンテナ２の数に比して広い読み取り範囲を確保できることである。そ
の理由は、長さ方向の反射波を集束することなく、幅方向の反射波を集束させるからであ
る。
　第五の効果は、高速搬送時の読取性能の向上である。その理由は、アンテナ数の削減に
より、アンテナ２の切り換え時間が減少するからである。
【００２８】
　以上のように、本実施形態のＲＦＩＤ通信装置１では、ＲＦＩＤの反射板として、超解
像技術を用いることによってアクティブなフェーズド・アレイ・アンテナ類似の効果を持
たせることができ、かつ、低価格で高信頼性のＲＦＩＤ通信装置を実現することができる
。
【００２９】
［ＲＦＩＤ通信用ゲート］
　次に、本発明の一実施形態に係るＲＦＩＤ通信用ゲートについて、図１１及び図１２を
参照して説明する。
　図１１は、本発明の第一の実施形態に係るＲＦＩＤ通信用ゲートの概略斜視図であり、
図１２は、本発明の第二の実施形態に係るＲＦＩＤ通信用ゲートの概略斜視図である。
　図１１、１２に示すように、ＲＦＩＤ通信用ゲート３０は、アンテナ２から放射される
電波を、ゲート通過領域のＲＦＩＤタグ（図示せず）に向けて反射させる電波反射板３を
備えて構成されており、電波反射板３は、略フラットな反射面部に、反射波が強度を強め
合う部分、及び／又は、反射波が強度を弱め合う部分を積極的につくり、反射波を所定方
向に集束させる反射波集束パターン４を有している。
【００３０】
　具体的には、電波反射板３は、ゲート通過領域の左右両側に立設される左右の支柱部３
１に沿って、それぞれ１枚（図１１参照）、又は２枚（図１２参照）ずつ配置され、支柱
部３１の上端側（又は下端側）に配置されるアンテナ２からの電波をゲート通過領域に向
けて反射させるようにしてある。
　また、反射波集束パターン４は、ゲート通過領域の高さ方向における反射波を集束させ
ずに、ゲート通過領域の前後方向における反射波を集束させる。
　なお、上記構成の他、ＲＦＩＤ通信用ゲート３０に備えられる電波反射板３及び反射波
集束パターン４は、上述した本発明の一実施形態に係る電波反射板３、反射波集束パター
ン４等と同様となっており、詳細な説明は省略する。
　このような構成とすることにより、本実施形態のＲＦＩＤ通信用ゲート３０では、電波
反射板３の数を削減してコストダウンが図れるとともに、読み取り範囲を最適化すること
が可能となる。
【００３１】
　このように、本実施形態に係るＲＦＩＤ通信用ゲート３０によれば、本発明の電波反射
板３により、必要な電界強度を確保しつつ、ＲＦＩＤタグの読み取り範囲を特定し、電波
の漏洩や、読み取り範囲外のＲＦＩＤタグとの誤通信を抑制することができる。
　すなわち、本実施形態のＲＦＩＤ通信用ゲート３０では、ＲＦＩＤの反射板に、超解像
技術を用いることによってフェーズド・アレイ・アンテナで実現されるような電波の左右
方向の集束を実現し、また、必要に応じて、左右・上下に反射板を配置して、これら複数
の反射板を用いることで上下方向の電波放射角を確保することが実現でき、低価格かつ高
信頼性のＲＦＩＤ通信用ゲートを提供することができる。
【００３２】
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　以上、本発明のＲＦＩＤ通信装置、ＲＦＩＤ通信用ゲート及びＲＦＩＤ通信方法につい
て、好ましい実施形態を示して説明したが、本発明は、上述した実施形態にのみ限定され
るものではなく、本発明の範囲で種々の変更実施が可能であることは言うまでもない。
　例えば、本発明のＲＦＩＤ通信装置、ＲＦＩＤ通信用ゲート及びＲＦＩＤ通信方法の適
用対象としては、特に限定されるものではない。
【００３３】
　本発明の適用対象は、例えば、複数台のＲＦＩＤ通信装置を配置させ、漏洩・誤読取の
防止が重要になる現場、例えば、トラックターミナル、物流倉庫、自動倉庫の通路や、荷
物の積上げ、積み下ろし現場などに好適に用いることができる。
　また、１台のＲＦＩＤ通信装置を狭いスペースに配置し、設置スペースへの要求や、読
み取り範囲外のＲＦＩＤタグの読み取りを行うことがあってはならない商店などの商品自
動決算装置、人や車などの入退場路、更には、商店の一時置き倉庫・仮倉などの出入口に
ついても適用可能である。
【産業上の利用可能性】
【００３４】
　本発明は、アンテナから放射される電波をＲＦＩＤタグに向けて反射させる電波反射板
が備えられたＲＦＩＤ通信装置やＲＦＩＤ通信用ゲートに好適に用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明の一実施形態に係るＲＦＩＤ通信装置の概略側面図である。
【図２】本発明の一実施形態に係るＲＦＩＤ通信装置の、（ａ）は電波反射板の正面図、
（ｂ）は、（ａ）に示す電波反射板のＸ－Ｘ断面図である。
【図３】本発明の反射波集束パターンの他の実施形態を示す電波反射板の概略正面図であ
る。
【図４】本発明の反射波集束パターンの構成例１を示す断面図である。
【図５】本発明の反射波集束パターンの構成例２を示す断面図である。
【図６】本発明の反射波集束パターンの構成例３を示す断面図である。
【図７】本発明の電波反射板の断面構成例を示す図であり、（ａ）は、平板状の反射板と
帯状の電波吸収シートで構成された電波反射板の断面図、（ｂ）は、平板状の電波吸収板
と帯状の電波反射シートで構成された電波反射板の断面図、また、（ｃ）は、平板状の反
射板と帯状の電波反射シートと建材で構成された電波反射板の断面図である。
【図８】本発明の一実施形態に係る電波反射板による反射波集束パターンの動作原理を模
式的に示す説明図であり、（ａ）は最小構成の反射波集束パターン（水平構成）の説明図
、（ｂ）は同じく最小構成の反射波集束パターン（垂直構成）の説明図である。
【図９】入射角の異なる近傍と遠方の距離差を補正する機能を備えた電波反射板の一実施
形態を示す、（ａ）は断面図、（ｂ）はその平面図である。
【図１０】入射角の異なる近傍と遠方の距離差を補正する機能を備えた電波反射板の他の
実施形態を示す断面図である。
【図１１】本発明の第一の実施形態に係るＲＦＩＤ通信用ゲートの概略斜視図である。
【図１２】本発明の第二の実施形態に係るＲＦＩＤ通信用ゲートの概略斜視図である。
【図１３】従来例に係るＲＦＩＤ通信用ゲートの概略斜視図である。
【図１４】従来例に係る電波反射板の作用説明図である。
【図１５】従来例に係る電波反射板の作用説明図である。
【図１６】従来例に係る電波反射板の作用説明図である。
【符号の説明】
【００３６】
　１　ＲＦＩＤ通信装置
　２　アンテナ
　３　電波反射板
　４　反射波集束パターン
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　３０　ＲＦＩＤ通信用ゲート
　３１　支柱部

【図１】 【図２】
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